
猪名川町告示第２９号 

 

猪名川町病児保育事業実施要綱の一部を改正する要綱をここに告示する。 

 

令和８年３月３１日 

 

猪名川町長 岡 本 信 司  
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猪名川町病児保育事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 

令和８年３月２７日  

要 綱 第 ２ ０ 号  

 

猪名川町病児保育事業実施要綱（平成２８年要綱第２５号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条第１項中「小学校４年生」を「小学校６年生」に改める。 

様式第２号を次のように改める。 



2 
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   附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


